
　平成30年度松本市国民健康保険特定健診の個別健診（市
内指定医療機関での健診）は、9月末で終了します。10
月以降は集団健診（支所・出張所、保健センターなど）を
受診してください。
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新
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い
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、
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９
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日
で
す
。

　
た
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限
が
異
な
り
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す
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特定健診を受けましょう

昨年からの変更点

 台紙の色が、そら色から

うぐいす色
になります

①
平
成
31
年
9
月
30
日
ま
で
に

75
歳
に
な
る
方

　
満
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日
が
有

効
期
限
と
な
り
ま
す
。
75
歳
の
誕

生
日
ま
で
に
長
野
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
新
し
い
保
険

証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

②
退
職
被
保
険
者
お
よ
び
退
職
被

扶
養
者
の
方
で
平
成
31
年
９
月

１
日
ま
で
に
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歳
に
な
る
方

　
65
歳
の
誕
生
月
の
月
末
（
1
日

生
ま
れ
の
場
合
は
前
月
末
）
が
有

効
期
限
と
な
り
ま
す
。
有
効
期
限

ま
で
に
退
職
被
扶
養
者
も
含
め
、

一
般
被
保
険
者
資
格
の
保
険
証
を

お
送
り
し
ま
す
。
な
お
、
退
職
被

保
険
者
が
65
歳
到
達
に
よ
り
月
末

で
有
効
期
限
が
切
れ
る
場
合
に
は
、

退
職
被
扶
養
者
の
方
が
65
歳
未
満

で
あ
っ
て
も
、
有
効
期
限
は
退
職

被
保
険
者
と
同
日
と
な
り
ま
す
。
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保
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証
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ど
の
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先

　
保
険
証
や
各
種
受
給
者
証
の
送

付
先
を
住
民
票
上
の
住
所
以
外
に

希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、
別
途
申

請
手
続
が
必
要

で
す
。

　
詳
し
く
は
保
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給
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当
へ

お
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い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

　
国
保
に
加
入
す
る
と
き
や
、
国

保
を
や
め
る
と
き
、
国
保
加
入
中

に
住
所
や
世
帯
主
な
ど
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
市
役
所
に
届
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
必
ず
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
不
要
と
な
っ
た
国
民
健

康
保
険
証
は
手
続
き
の
際
に
必
ず

お
返
し
く
だ
さ
い
。

新しい保険証から長野県が表
記されるようになりました

特定健診を
受けよう！

　受診券がないと、受診できません
のでご注意ください。
　健診費用総額（最大9,093円）に
対し、松本市国保加入の方は受診料
が一律1,000円になります。
　また、平成30年度後期高齢者健
診は9月末で終了となります。お早
めに受診してください。
●問い合わせ
健康づくり課　保健予防担当
　（☎34－3217 ｆ39－2523）
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